
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整、昨年と変わった点 

Ｑ：まもなく、年末調整の時期になります

が、昨年とどんな点が変更になっていますで

しょうか？                                        

  

Ａ：生命保険料控除、通勤手当の非課税限

度額、源泉所得税の納期が変更になっていま

す。 

【解説】 

平成24年度の年末調整が、間もなく始まり

ます。今年度の年末調整で注意すべき点は、

次の３点です。 

 ①生命保険料控除の改正 

  生命保険料控除が改組され、仕組みが新し

くなりました。介護医療保険料控除が創設さ

れ、控除限度額が12万円になり、一般生命保

険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度

額も変更になっています。保険契約日によっ

て取扱いが違いますので注意してください。 

 ②通勤手当の非課税限度額 

  自動車などの交通用具を使用して通勤して

いる人の通勤手当の非課税限度額が改正され

ました。運賃相当額が交通用具を使用して通

勤する人の通勤距離に応じて定められる１ヶ

月当たりの一定の金額(距離比例額)を超える

場合に、運賃相当額(最高限度額月10万円)ま

でが非課税とされる措置が廃止されましたの

で、通勤手当の金額が距離比例額を超える場

合には、その超える金額が課税の対象となり

ます。 

 ③源泉所得税の納期 

  納期の特例を受けている場合の納期限が１

月20日と７月10日になります。 
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